
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

令和元年東日本台風により、県営住宅等（県営住宅、県職員宿舎、県教職員宿舎）へ一時入

居されている皆様につきましては、本年 11 月以降に順次、１年間の入居期間を迎えることと

なります。 

新型コロナウイルス感染症の影響などにより、自宅等の工事が入居期間内に完了しない世帯

がいる状況等を踏まえ、次のとおり入居期間を延長します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 一時入居者の対応方針 

    県営住宅等への一時入居期間は原則１年間ですが、下記２に該当する世帯につきましては、 

「県営住宅等への入居期間」を、下記３のとおり「最長１年間」延長します。 

   

２ 該当世帯 

（１）自宅等の工事が入居期間内（１年間）に完了しない世帯 

（２）災害公営住宅（令和３年 10月完成見込）へ入居を希望する世帯 

（３）その他、やむを得ない事情により、退去が困難な世帯 

 

３ 延長期間 

（１）自宅等の工事未完了者：１ヶ月～１年間（個別に必要な期間） 

（２）災害公営住宅入居希望者：１年間 

（３）その他：１ヶ月～１年間（個別に必要な期間） 

 

 ※いずれも使用料は免除 

 

 

 

長野県（建設部）プレスリリース  令和２年（2020 年）７月７日 

 令和元年東日本台風災害に伴う 

県営住宅等への一時入居世帯の対応について 

 

長野県建設部建築住宅課公営住宅室管理係 

（室長）堀内 光晴  
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SDGs（持続可能な開発目標）は、美しく、誰もが安心して暮らし続けられる社会をめざし、世界みんなで取り組む目標です  


